
５ 保育所・幼稚園・認定こども園関係施策等

（子ども・子育て支援新制度含む）
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1
/
2

上
記

以
外

の
幼

稚
園

1
/
3

IC
T
化

支
援

は
1
/
2

1
2
,5

0
4
 

6
,1

9
2
 

6
,3

1
2
 

①
保

育
環

境
向

上
等

事
業

6
,5

0
2
 

3
,2

5
1
 

3
,2

5
1
 

市
町

村
公

私
公

私
(幼

保
連

携
型

の
み

)
公

私
1
/
3

国
1
/
3

子
育

て
支

援
施

設
等

利
用

給
付

費
負

担
金

子
育

て
支

援
施

設
等

利
用

給
付

費
過

年
度

精
算

負
担

金

乳
児

等
支

援
給

付
費

等
負

担
金

私
立

学
校

運
営

費
補

助
金

私
立

幼
稚

園
等

子
育

て
支

援
推

進
事

業
費

補
助

金

私
立

幼
稚

園
等

特
別

支
援

教
育

費
補

助
金

幼
稚

園
等

緊
急

環
境

整
備

事
業

費
補

助
金

環
境

改
善

事
業

費
補

助
金

1
3

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

事
業

費

市
町

村
1
/
3

国
1
/
3

市
町

村
1
/
3

私
立

幼
稚

園
振

興
費

幼
稚

園
又

は
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

を
設

置
す

る
学

校
法

人

私
（
幼

保
連

携
型

・
幼

稚
園

型
の

み
）

保
育

所
・
幼

稚
園

等
施

設
整

備
事

業
費

2
1
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一
般

財
源

国
庫

補
助

金
基

金
保

育
所

幼
稚

園
認

定
こ

ど
も

園
地

域
型

保
育

認
可

外
保

育
施

設
そ

の
他

県
予

算
備

考

財
源

内
訳

補
助

対
象

施
設

補
助

率

細
目

名
補

助
金

・
負

担
金

名

R
８

当
初

予
算

額
（
千

円
）

補
助

先

②
熱

中
症

対
策

事
業

3
,5

8
6
 

1
,7

9
3
 

1
,7

9
3
 

市
町

村
私

私

公
私

(家
庭

的
保

育
事

業
所

、
小

規
模

保
育

事
業

所
の

み
)

1
/
3

国
1
/
3

③
障

害
児

受
入

促
進

事
業

6
8
6
 

3
4
3
 

3
4
3
 

市
町

村
公

私
公

私

公
私

(家
庭

的
保

育
事

業
所

、
小

規
模

保
育

事
業

所
の

み
)

1
/
3

国
1
/
3

④
認

可
外

保
育

施
設

に
お

け
る

性
被

害
防

止
対

策
事

業
1
5
0
 

5
0
 

1
0
0
 

認
可

外
保

育
施

設
公

私
1
/
4

国
1
/
2

⑤
感

染
症

対
策

事
業

6
8
6
 

3
4
3
 

3
4
3
 

市
町

村
公

私
公

私

公
私

(家
庭

的
保

育
事

業
所

、
小

規
模

保
育

事
業

所
の

み
)

1
/
3

国
1
/
3

⑥
認

可
外

保
育

施
設

に
お

け
る

IC
T
化

推
進

事
業

1
5
0
 

5
0
 

1
0
0
 

認
可

外
保

育
施

設
公

私
1
/
4

国
1
/
2

⑦
認

可
外

保
育

施
設

に
お

け
る

睡
眠

中
の

事
故

防
止

対
策

事
業

5
8
 

1
9
 

3
9
 

認
可

外
保

育
施

設
公

私
1
/
4

国
1
/
2

⑧
病

児
保

育
事

業
（
体

調
不

良
児

対
応

型
）
推

進
事

業
6
8
6
 

3
4
3
 

3
4
3
 

市
町

村
公

私
公

私
公

私
○

1
/
3

国
1
/
3

2
2

0
 

私
立

保
育

所
・
認

定
こ

ど
も

園
設

置
者

（
高

知
市

除
く
）
、

私
立

幼
稚

園
設

置
者

私
私

私
3
/
4

2
3

2
9
,0

4
4
 

2
9
,0

4
4
 

市
町

村
（
高

知
市

を
除

く
）

公
公

公
3
/
4

市
町

村
起

債
の

う
ち

交
付

税
措

置
の

な
い

市
町

村
実

質
負

担
額

の
3
/
4

2
4

0
 

市
町

村
公

私
公

私
公

私
1
/
2

2
5

保
育

料
等

軽
減

事
業

費
8
8
,3

9
6
 

8
8
,3

9
6
 

市
町

村
（
高

知
市

除
く
）

公
私

公
私

公
私

公
私

○
1
/
2

保
育

所
・
幼

稚
園

等
高

台
移

転
施

設
整

備
事

業
費

補
助

金

保
育

所
・
幼

稚
園

等
高

台
移

転
施

設
整

備
事

業
費

交
付

金

保
育

所
・
幼

稚
園

等
高

台
移

転
検

討
事

業
費

補
助

金

多
子

世
帯

保
育

料
軽

減
事

業
費

補
助

金

(※
新

）
：
新

制
度

移
行

施
設

の
み

保
育

所
・
幼

稚
園

等
南

海
ト

ラ
フ

地
震

対
策

事
業

費

2
1

保
育

所
・
幼

稚
園

等
施

設
整

備
事

業
費
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厳
し
い
環
境
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
支
援
（
就
学
前
）

幼
保
支
援
課

事
業
概
要

　
　

　現
状
・
課
題

〇
切

れ
目

の
な

い
継

続
的

な
支

援
の

充
実

　
・親

育
ち

支
援

研
修

計
画

の
作

成
：1

00
%（

R
7
：8

6
.0

%）
　

・
家

庭
支

援
の

計
画

と
記

録
の

作
成

率
：
10

0
%（

R
7
：8

7.
6
%）

事
業
目
標

各
園

の
親

育
ち

支
援

体
制

（
家

庭
支

援
の

た
め

の
体

制
）
の

充
実

に
よ

り
、

全
て

の
子

ど
も

た
ち

が
、

家
庭

の
経

済
状

況
な

ど
に

関
わ

ら
ず

、
ど

こ
に

い
て

も
質

の
高

い
教

育
・保

育
を

受
け

、
健

や
か

に
育

つ
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

 
 

 
  

R
8
当

初
：

4
4
,7

4
9
千

円
（

一
）

1
9
,3

8
2
千

円
 

 
 

 
 

（
 R

7
当

初
：

4
3
,9

5
5
千

円
（

一
）

2
0
,1

3
1
千

円
）

実
施
内
容

保
育

所
等

支
援

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
保

護
者

家
庭

支
援

体
制

の
充

実
と

園
を

支
え

る
仕

組
み

づ
く
り

　

市
町

村

情
報

共
有

配
置

支
援

配
置

支
援

多
様

化
、

複
雑

化
す

る
子

育
て

に
関

し
て

、
保

護
者

が
抱

え
る

不
安

や
悩

み
の

解
消

に
向

け
て

、
乳

幼
児

期
の

よ
り

良
い

親
子

関
係

の
構

築
を

支
援

す
る

た
め

、
保

育
所

・
幼

稚
園

等
の

保
育

者
の

親
育

ち
支

援
力

の
向

上
を

図
る

。
さ

ら
に

、
厳

し
い

環
境

に
あ

る
子

ど
も

の
保

護
者

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
や

関
係

機
関

と
連

携
し

た
支

援
を

強
化

す
る

た
め

、
家

庭
支

援
推

進
保

育
士

や
親

育
ち

・
特

別
支

援
保

育
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

小
学

校
へ

の
円

滑
な

接
続

を
見

据
え

た
支

援
等

を
行

う
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

（
Ｓ

Ｓ
Ｗ

）を
配

置
す

る
。

◆
核

家
族

化
や

地
域

で
の

子
育

て
家

庭
の

孤
立

化
等

を
背

景
に

、
子

ど
も

へ
の

適
切

な
関

わ
り

方
が

分
か

ら
　

 な
か

っ
た

り
、

子
育

て
に

不
安

や
悩

み
を

抱
え

る
た

り
す

る
保

護
者

が
増

え
て

い
る

。
◆

家
庭

に
お

け
る

教
育

力
の

低
下

等
を

背
景

に
、

様
々

な
課

題
を

抱
え

、
個

別
の

支
援

が
必

要
な

子
ど

も
や

家
　

 庭
が

増
加

し
て

い
る

。
◆

取
り

組
み

を
拡

充
さ

せ
推

進
す

る
た

め
に

は
、

保
護

者
へ

の
支

援
を

担
う

人
材

の
確

保
が

必
要

。

○
保

育
者

の
支

援
力

の
向

上
・
保

護
者

へ
の

支
援

の
充

実

・親
育

ち
支

援
保

育
者

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

事
業

　
　

（
親

育
ち

支
援

講
座

、
親

育
ち

支
援

地
域

別
交

流
会

、
親

育
ち

支
援

地
域

ﾘ
ｰ

ﾀ
ﾞｰ

研
修

会
等

）

・親
育

ち
支

援
啓

発
事

業
　

　
　

（
講

話
や

事
例

検
討

等
に

よ
る

園
内

研
修

の
支

援
、

保
護

者
研

修
　

等
）

・基
本

的
生

活
習

慣
向

上
事

業
 

（
学

習
会

と
年

2
回

以
上

の
取

組
強

調
月

間
の

実
施

）

家
庭

環
境

等
に

特
別

な
配

慮
が

必
要

な
児

童
へ

の
家

庭
訪

問
や

地
域

連
携

等
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

専
任

の
保

育
士

等
（
家

庭
支

援
推

進
保

育
士

）
の

配
置

【
参

考
】
補

助
率

：
国

１
／

２
　

市
町

村
１

／
２

　
　

　
　

 そ
の

他
、

人
口

減
少

対
策

総
合

交
付

金
の

活
用

家
庭

支
援

推
進

保
育

事
業

（
国

庫
補

助
事

業
）

研
修

支
援

 等
担

任
等

園
　

長

親
育

ち
支

援
担

当
者

（
家

庭
支

援
推

進
保

育
士

含
む

）

情
報

共
有

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

小
学

校
へ

の
円

滑
な

接
続

、
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
と

の
連

携
、

支
援

計
画

の
進

捗
管

理
な

ど
を

行
う

「
親

育
ち

・
特

別
支

援
保

育
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
」

の
配

置
を

支
援

　 ◆
補

助
率

：
３

／
４

　
　

　
◆

Ｈ
2
7
～

（
R

3
～

国
事

業
）

保
育

所
等

に
お

け
る

要
支

援
児

童
等

対
応

推
進

事
業

 
（
特

別
支

援
保

育
・
教

育
推

進
事

業
費

補
助

金
）

家
庭

へ
の

配
慮

が
必

要
な

児
童

と
保

護
者

へ
の

支
援

、
保

育
所

等
と

連
携

し
た

小
学

校
へ

の
円

滑
な

接
続

な
ど

を
行

う
「
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

」
の

配
置

を
支

援
◆

補
助

率
：
1
/
2
　

◆
R

7
～

（
～

R
6
は

委
託

）

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
活

用
事

業
（
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

活
用

事
業

費
補

助
金

）

継
続

的
な

支
援 支

援

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
連

携
親

育
ち

・
特

別
支

援
保

育

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

乳
幼

児
期

の

よ
り

良
い

親
子

関
係

の
構

築

家
庭

支
援

の
計

画
と

記
録

の
作

成
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❶
場
の
提
供
【
月
３
日
】

❷
園
が
企
画
す
る
子
育
て
事
業

 
等
の
実
施
【
年
１
回
】

❶
場
の
提
供
【
月
５
日
】

❷
園
が
企
画
す
る
子
育
て
事
業
 
 

 
等
の
実
施
【
年
３
回
】

❶
場
の
提
供
【
月
８
日
】

❷
園
が
企
画
す
る
子
育
て
事
業
等
の
 
 

 
実
施
【
年
６
回
】

 期
待
さ
れ
る
効
果

 
保
育
所
等
の
子
育
て
支
援
機
能
を
強
化
し
、
保
育
所
等
を
中
心
と
し
た
地
域
の
高
齢
者
や
子
育
て
世
代
な
ど
の
交
流
の
場
づ

く
り
を
進
め
る
こ
と
で
、
「
子
育
て
家
庭
を
地
域
で
見
守
り
、
支
え
あ
う
、
地
域
ぐ
る
み
の
子
育
て
支
援
」
を
行
う
こ
と
が
可

能
な
多
機
能
型
保
育
の
拡
大
を
図
る
。

事
業
概
要

 
 地
域
の
方
々
と
の
協
働
で
様
々
な
交
流
事
業
を
実
施
し
、
地
域
と
の
絆

を
深
め
る
こ
と
で
、
子
育
て
家
庭
へ
の
声
か
け
な
ど
日
常
的
な
支
援
を
充

実
さ
せ
、
子
育
て
し
や
す
い
環
境
に
つ
な
げ
ら
れ
る
。

  
 多

機
能

型
保

育
支

援
事

業
費

補
助

金

 
多
機
能
型
保
育
支
援
事
業

幼
保
支
援
課

事
業
目
標

 
 
 
 
Ｒ
９
：
４
０
か
所
 
 

実
施
内
容

現
状
・
課
題

 
少
子
化
や
核
家
族
化
を
背
景
と
し
て
、
就
労
形
態
や
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
の
社
会
環
境
が
変
化
し
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
や
地
域
の
繋
が
り
が
希
薄
化
し
て
い
る
。

 
子
育
て
中
の
世
帯
が
、
地
域
の
方
々
か
ら
日
々
の
子
育
て
に
対
す
る
助
言
や
協
力
を
得
る
こ
と
が
難
し
く
、
地
域
全
体
で
子
育
て
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

保
育
施
設

地
域
の
拠
点
・
交
流
の
場

 
地

域
の

み
ん

な
で

子
育
て
応
援

 
保

育
所

等
の

子
育

て
支

援
機

能
を

強
化

し
、

地
域

ぐ
る

み
の

子
育

て
支

援
（

下
欄

❶
～

❸
の

交
流

事
業

）
の

運
営

を
補

助

◆
補

助
先

 
 

市
町

村
・

私
立

保
育

所
・

私
立

小
規

模
保

育
事

業
者

・
私

立
認

定
 

 
こ

ど
も

園
（

他
の

子
育

て
支

援
補

助
事

業
対

象
施

設
は

除
く

）

◆
補

助
対

象
経

費
  

  
  

交
流

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
運

営
経

費
 

 

◆
補

助
基

準
額

（
上

限
額

）

 
 

 
 

保
育

所
 

 
 

 
 

 
 

1
1
,0

0
0
円

/月
 

 
 

 
小

規
模

保
育

事
業

所
 

 
  

9
,0

0
0
円

/月

 
 

 
 

保
育

所
 

 
 

 
 

 
 

3
3
,0

0
0
円

/月
 

 
 

 
小

規
模

保
育

事
業

所
 

 
3
3
,0

0
0
円

/月

 
 

 
 

保
育

所
 

 
 

 
 

 
 

2
5
,0

0
0
円

/月
 

 
 

 
小

規
模

保
育

事
業

所
 

 
2
0
,0

0
0
円

/月

 
 

 
 

保
育

所
 

 
 

 
 

 
  

 5
6
,0

0
0
円

/月
 

 
 

 
小

規
模

保
育

事
業

所
 

  
 5

6
,0

0
0
円

/月

 
 

 
 

保
育

所
 

 
 

 
 

 
  

 2
8
,0

0
0
円

/月
 

 
 

 
小

規
模

保
育

事
業

所
 

  
 2

2
,0

0
0
円

/月

◆
補

助
率

 
公

立
：

１
／

２
 

私
立

：
定

額

 
 

 
 

 
 

 

委
託

内
容

：
多

機
能

型
保

育
施

設
の

情
報

収
集

・
発

信
、

子
育

て
事

業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の

企
画

提
案

、
保

育
施

設
を

中
心

と
し

た
地

域
連

携
、

 
 

 
 

 
そ

の
他

各
施

設
へ

の
ア

ド
バ

イ
ス

等

委
託

先
 

：
未

定
 

 

多
機

能
型

保
育

支
援

事
業

委
託

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
❶
定
期
的
な
子
育
て
支
援
へ
の
場
の
提
供

 
 
❷
園
が
企
画
す
る
子
育
て
支
援
事
業
等

 
 
❸
地
域
活
動
へ
の
参
加

   
・
子
育
て
相
談

 
・
園
庭
開
放

 
  

 ・
保
護
者
同
士
の
交
流

  
 
 
 
等

 
・
夕
涼
み
会

 
・
運
動
会

 
・
ク
リ
ス
マ
ス
会
 
 
 
 
 
 
 
等

 

   
・
防
犯
、
防
災
避
難
訓
練

 
 
・
美
化
活
動

 
・
地
域
行
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
等

 

 
補
助
期
間
：
２
年
間

※
補
助
期
間
終
了
後
は
ス
テ
ッ
プ
３
 
 

 
も
し
く
は
継
続
に
移
行
可

補
助
期
間
：
１
年
間

※
補
助
期
間
終
了
後
は
継
続
に
移
行
可

在
園
児
と
未
就
園
児
と
に
関

わ
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
の
育

ち
を
支
援
し
、
地
域
ぐ
る
み

で
保
育
を
頑
張
る
施
設
を
応

援
し
ま
す
。

施
設
の
力
を
少
し
ず
つ

大
き
く
し
ま
せ
ん
か
？

地
域
と
一
緒
に
！

継
続
経
費

 
R

８
当

初
：

9
,9

8
4
千

円
（

一
）

2
,4

9
6
千

円
（

R
７

当
初

：
9
,4

7
0
千

円
（

一
）

9
,4

7
0
千

円
）

 
補
助
期
間
：
上
限
な
し

子
育
て
世
帯

継
続
経
費
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対
策
の
ポ
イ
ン
ト

令
和
８
年
度
の
取
組

現
状

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
充
実
に
向
け
て
、
保
育
士
等
の
職
場
定
着
に
重
点
を
置
い
た
人
材
確
保
の
取
組
を
推
進

課
題

●
県

内
指

定
保

育
士

養
成

施
設

（
４

施
設

）
の

入
学

者
減

少
●

本
県

の
就

学
前

こど
も

数
の

減
少

幅
と比

較
し、

県
内

の
保

育
士

等
の

減
少

数
　　

は
、小

幅
に

推
移

●
令

和
８

年
度

か
ら本

格
実

施
とな

る
「こ

ども
誰

で
も

通
園

制
度

」へ
の

対
応

等
、

　　
引

き
続

き
保

育
士

等
の

確
保

が
必

要
な

状
況

　保
育
士
等
の
人
材
確
保

≪幼
保

支
援

課
≫

令
和

８
年

度
当

初
予

算
額

　 
1
3
1
,5

1
1
千

円

●
離

職
防

止
や

不
適

切
保

育
予

防
の

観
点

か
らも

働
き

や
す

い
職

場
づ

くり
が

重
要

●
保

育
所

等
内

に
お

け
る

ハ
ラス

メン
ト事

案
の

発
生

を受
け

、複
数

市
町

村
か

ら対
策

を
　　

　　
　　

　　
　

　 
求

め
る

声
あ

り

保
育
士
等
人
材
確
保
事
業
委
託
料
　【

17
,7

08
千

円
】

　保
育

士
・保

育
所

支
援

セ
ン

ター
（

福
祉

人
材

セ
ン

ター
内

に
設

置
）

に
コー

デ
ィ

ネ
ー

ター
（

２
名

）
を

配
置

し、
就

労
支

援
と離

職
防

止
の

取
組

を
充

実
　○

潜
在

保
育

士
や

指
定

保
育

士
養

成
施

設
の

学
生

を
対

象
とし

た
就

労
支

援
   

   
・就

職
希

望
者

へ
の

相
談

援
助

、施
設

見
学

等
の

伴
走

支
援

   
   

・合
同

就
職

相
談

会
「保

育
の

お
仕

事
フェ

ア」
の

開
催

   
   

・ハ
ロー

ワ
ー

ク及
び

量
販

店
で

の
出

張
相

談
会

   
   

・県
外

保
育

士
養

成
校

へ
の

ア
プ

ロー
チ

　○
保

育
士

等
の

職
場

定
着

の
た

め
の

支
援

の
強

化
   

   
・保

育
所

等
の

経
営

者
層

を
対

象
とし

た
業

務
改

善
研

修
（

ハ
ラス

メン
ト対

策
　　

　　
研

修
を

新
た

に
追

加
）

   
   

・保
育

所
等

の
巡

回
に

よ
る

相
談

支
援

の
強

化
（

働
き

方
改

革
推

進
支

援
セ

ン
ター

　　
　　

と連
携

した
働

き
や

す
い

職
場

づ
くり

）
　○

保
育

士
・保

育
職

場
の

魅
力

発
信

   
   

・高
校

生
に

向
け

た
魅

力
発

信
：

　　
　　

　保
育

施
設

バ
ス

ツア
ー

、保
育

の
魅

力
を

伝
え

る
出

前
授

業
、

　　
　　

　夏
休

み
を

活
用

した
保

育
所

等
で

の
ボ

ラン
テ

ィア
体

験
（

県
民

生
活

課
実

施
）

   
   

・S
NS

等
を活

用
した

広
報

、ふ
くし

就
職

フェ
ア

へ
の

参
加

　　
　

保
育
士
修
学
資
金
等
貸
付
事
業
費
補
助
金
　【

85
,7

77
千

円
】

保
育
補
助
者
配
置
事
業
費
補
助
金
　【

18
,8

12
千

円
】

産
休
等
代
替
職
員
雇
用
事
業
費
補
助
金
　【

5,
06

4千
円

】

子
育
て
支
援
員
研
修
委
託
料
　【

4,
15

0千
円

】

事
務
費
負
担
軽
減
の
た
め
の
支
援
の
充
実

親
育
ち
支
援
啓
発
事
業

　保
育

士
資

格
の

取
得

を
目

指
す

学
生

に
対

す
る

修
学

資
金

等
の

貸
付

　保
育

士
の

補
助

を行
う保

育
補

助
者

及
び

保
育

支
援

者
の

雇
上

げ
に

必
要

な
経

費
等

を補
助

　保
育

士
等

が
産

休
等

を
取

得
す

る
際

の
代

替
職

員
の

雇
用

に
要

す
る

経
費

を
補

助

　保
育

や
子

育
て

支
援

分
野

の
各

事
業

等
に

従
事

で
き

る
「子

育
て

支
援

員
」を

養
成

す
る

た
め

の
　

　研
修

を
実

施

　私
立

保
育

所
等

の
施

設
型

給
付

に
係

る
処

遇
改

善
等

加
算

の
認

定
申

請
等

に
対

す
る

助
言

・
　支

援
を

充
実

させ
、保

育
所

等
で

の
事

務
負

担
を

軽
減

　園
内

研
修

支
援

に
お

い
て

「保
育

職
場

の
人

間
関

係
づ

くり
」や

「メ
ン

タリ
ング

に
関

す
る

内
容

」
　な

ど業
務

改
善

や
若

手
職

員
の

定
着

の
観

点
か

らの
メニ

ュー
を設

定

※
保
育
士
等
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、国

に
お
い
て
民
間
給
与
動
向
等
を
踏
ま
え
た
更
な

　る
処
遇
改
善
が
進
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
り、
県
に
お
い
て
も
引
き
続
き
施
策
提
言
等
を
実
施

拡 拡
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 地

域
型

保
育

人
材

育
成

事
業

（
子

育
て

支
援

員
等

研
修

）
幼

保
支

援
課

事
業

概
要

　
　

　現
状

・
課

題

　 　
地

域
型

保
育

事
業

の
認

可
施

設
や

一
時

預
か

り
事

業
な

ど
の

子
育

て
支

援
事

業
に

必
要

な
職

員
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

研
修

を
実

施
し

、
保

育
サ

ー
ビ

ス
の

担
い

手
と

な
る

子
育

て
支

援
員

等
を

養
成

す
る

。

事
業

目
標

　
市

町
村

認
可

の
従

う
べ

き
基

準
で

あ
る

家
庭

的
保

育
者

等
に

必
要

な
研

修
の

修
了

者
を

増
や

す
こ

と
に

よ
り

、
地

域
型

保
育

事
業

の
認

可
施

設
の

増
加

と
、

保
育

の
質

の
確

保
を

図
る

。

　
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
に

お
い

て
、

市
町

村
認

可
事

業
と

し
て

創
設

さ
れ

た
「
地

域
型

保
育

事
業

」に
従

事
す

る
者

に
義

務
付

け
て

い
る

研
修

を
実

施
す

る
。

実
施

内
容

種
　

　
　

類
概

　
　

　
要

事
業

所
数

小
規

模
保

育
事

業
定

員
6人

以
上

19
人

以
下

の
施

設
に

お
い

て
行

う
保

育
事

業
 

24
 

家
庭

的
保

育
事

業
定

員
5人

以
下

の
施

設
に

お
い

て
行

う
保

育
事

業
2

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
保

育
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

の
居

宅
に

お
い

て
行

う
保

育
事

業
0

事
業

所
内

保
育

事
業

事
業

所
の

従
業

員
を

対
象

と
し

た
保

育
施

設
に

お
い

て
保

育
を

必
要

と
す

る
地

域
の

子
ど

も
を

対
象

と
し

て
行

う
保

育
事

業
6

【
現

状
】
　

待
機

児
童

は
保

育
の

受
け

皿
整

備
の

推
進

等
に

よ
り

大
幅

に
減

少
の

一
方

、
過

疎
地

域
な

ど
で

は
保

育
所

に
お

け
る

定
員

充
足

率
が

低
下

【
課

題
】

人
口

減
少

地
域

に
お

い
て

質
の

高
い

保
育

の
提

供
を

前
提

に
保

育
機

能
の

確
保

・
強

化
を

進
め

て
い

く
こ

と
も

必
要

子
育

て
支

援
員

：
小

規
模

保
育

・
家

庭
的

保
育

・
事

業
所

内
保

育
に

お
け

る
保

育
従

事
者

等

研
修

修
了

証
交

付
後

 →
 高

知
県

社
会

福
祉

協
議

会
（福

祉
人

材
セ

ン
タ

ー
）
へ

の
求

職
登

録
 →

 求
職

者
と

雇
用

者
の

マ
ッ

チ
ン

グ

求
人
⇔

　
求

職
の

円
滑

化

 
 

 
  

R
８

当
初

：
4
,1

5
0
千

円
（

一
）

2
,0

7
5
千

円
 

 
（

  
R

７
当

初
：

4
,5

0
5
千

円
（

一
）

2
,2

5
3
千

円
）

【
地

域
型

保
育

事
業

の
種

類
と

実
施

施
設

数
（
R

7
.4

月
現

在
）
】

引
き

続
き

研
修

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
保

育
の

質
の

向
上

を
図

り
、

0
～

2
歳

児
の

待
機

児
童

の
解

消
を

目
指

す
。

令 和 ８ 年 度 以 降

修
了

者
数

 
H

2
7
 

H
2
8
 

H
2
9
 

H
3
0
 

R
元

 
R

2
 

R
3
 

R
4
 

R
5
 

R
6
 

R
7
 

計

基
本

研
修

 
1
8
1
 

1
7
7
 

1
8
3
 

1
3
7
 

9
9
 

7
5
 

1
2
8
 

2
1
0
 

9
7
  

9
4

8
1

1
,4

6
2

専
門

研
修

 
　

地
域

型
保

育
 

1
1
1
 

8
7
 

8
9
 

8
8
 

5
3
 

6
2
 

5
3
 

8
4
 

7
8
  

6
0

5
4

8
1
9

専
門

研
修

 
　

一
時

預
か

り
 

8
4
 

5
1
 

3
5
 

4
4
 

1
9
 

2
2
 

2
7
 

4
3
 

2
9
 

1
8
 

2
3
 

3
9
5
 

【
家

庭
的

保
育

者
等

研
修

】
　 ◆

認
定

研
修

◆
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

研
修

　
（
R

７
年

度
は

受
講

希
望

者
な

し
）

【
子

育
て

支
援

員
研

修
】

◆
基

本
研

修
　

　
8
1
名

受
講

修
了

　
　

（
１

回
開

催
）

◆
専

門
研

修
　

 「
地

域
保

育
コ

ー
ス

」
　

（
１

回
開

催
）

　
・
地

域
型

保
育

　
5
4
名

受
講

修
了

　
・
一

時
預

か
り

　
 2

3
名

受
講

修
了

◆
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

・
現

任
研

修
　

（
2
回

開
催

）

令 和 ７ 年 度 令 和 ７ 年 度

　 　 　 　

平 成 2
7

年 度 ～

※
平

成
2
6
年

度

  
  
 【

家
庭

的
保

育
者

等
研

修
】

　
　

  
 ◆

基
礎

研
修

：
4
4
名

受
講

修
了

　

　
　

  
 ◆

認
定

研
修

：
  

6
名

受
講

修
了

　
　

　
平

成
27

年
度

か
ら

は
、

基
礎

研
修

を
子

育
て

支
援

員
研

修
に

振
り

替
え

て
実

施
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○ 子ども・子育て支援新制度において実施される小規模保育、家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、一時
預かり、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護に
ついては、子どもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応じて、これらの
支援の担い手となる人材を確保することが必要。（「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日閣議決定））  

○  このため、地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業等に従
事することを希望する者に対し、多様な保育や子育て支援分野に関しての必要な知識や技能等を修得するため
の全国共通の研修制度を創設し、これらの支援の担い手となる「子育て支援員」の養成を図る。 

○ 国で定めた「基本研修」及び「専門研修」を修了し、「子育て支援員研修修了
証書」（以下「修了証書」という。）の交付を受けたことにより、子育て支援員とし
て保育や子育て支援分野の各事業等に従事する上で必要な知識や技術等を
修得したと認められる者

○ 研修内容は各事業等に共通する「基本研修」と特性に応じた専門的内容を
学ぶ「専門研修」により構成され、質の確保を図る。

○ 研修修了者を「子育て支援員」として研修の実施主体が認定。全国で通用。 

趣 旨

「子育て支援員」とは

「子育て支援員」研修について

小規模保育等の保育
分野や放課後児童クラ
ブ、社会的養護、地域
子育て支援 など子ど
も・子育て分野に従事

実施主体（都道府
県・市町村等）に 
研修申込 

研修受講 

基本 専門 

修了証書の 
発行 

子育て支援員 
に認定 

研修受講から認定までの流れ

生
涯
学
習
課
 

幼保支援課 子
育
て
支
援
課

子育て支援課 

★ ★ ★ ★☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ ☆
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特
別
支
援
保
育
・
教
育
推
進
事
業
費

幼
保
支
援
課

事
業
概
要

　
　

　
保

育
所

等
に

通
う

特
別

な
支

援
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

や
厳

し
い

環
境

に
あ

る
子

ど
も

の
教

育
・
保

育
の

質
を

高
め

る
た

め
、

以
下

の
取

組
に

必
要

な
経

費
を

助
成

す
る

。
   

 ①
親

育
ち

・
特

別
支

援
保

育
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

   
 ②

保
育

所
等

で
の

医
療

的
ケ

ア
に

必
要

な
看

護
師

等
の

加
配

   
 ③

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
の

活
用

（就
学

前
支

援
）

現
状
・
課
題

事
業
目
標

○
保

育
所

等
へ

専
門

的
か

つ
継

続
的

な
支

援
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

各
園

が
特

別
な

支
援

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
や

厳
し

い
環

境
に

あ
る

子
ど

も
あ

る
い

は
医

療
的

ケ
ア

が
必

要
な

子
ど

も
に

対
し

て
組

織
的

に
対

応
で

き
る

体
制

を
確

立
す

る
。

○
厳

し
い

環
境

に
あ

る
５

歳
児

と
保

護
者

に
適

切
な

支
援

を
実

施
し

、
円

滑
な

小
学

校
へ

の
入

学
に

繋
げ

る
。

・
特

別
支

援
保

育
専

門
職

員
や

親
育

ち
・
特

別
支

援
保

育
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
が

保
育

所
等

の
加

配
保

育
士

等
に

指
導

、
助

言
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

特
別

な
支

援
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

や
厳

し
い

環
境

に
あ

る
子

ど
も

の
保

育
等

の
質

の
向

上
が

見
込

ま
れ

る
。

ま
た

、
保

育
所

等
に

医
療

的
ケ

ア
児

加
配

看
護

師
等

を
配

置
す

る
こ

と
に

よ
り

、
医

療
的

ケ
ア

児
の

地
域

生
活

支
援

の
向

上
が

見
込

ま
れ

る
。

・
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

が
厳

し
い

環
境

に
あ

る
５

歳
児

と
保

護
者

へ
支

援
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

小
１

プ
ロ

ブ
レ

ム
等

の
小

学
校

入
学

時
に

お
け

る
課

題
の

解
決

に
繋

が
る

。

実
施
内
容

 
 R

８
当

初
：

6
1
,3

9
2
千

円
 （

一
）

2
1
,2

5
2
千

円
（

 R
７

当
初

：
5
8
,1

8
1
千

円
 （

一
）

2
0
,0

8
1
千

円
）

特
別

な
支

援
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

へ
の

理
解

の
広

ま
り

と
同

時
に

対
象

の
子

ど
も

が
増

加
し

て
い

る
。

生
活

の
困

窮
と

い
う

経
済

的
要

因
の

み
な

ら
ず

、
家

庭
に

お
け

る
教

育
力

の
低

下
等

を
背

景
に

、
様

々
な

問
題

を
抱

え
、

個
別

の
支

援
が

必
要

な
子

ど
も

や
家

庭
が

増
加

し
て

い
る

。
　

子
ど

も
に

対
す

る
総

合
的

な
支

援
体

制
の

充
実

が
求

め
ら

れ
る

。
　

　
　

　
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

医
療

的
ケ

ア
児

加
配

看
護

師
、

S
S
W

の
配

置
拡

充
を

推
進

す
る

た
め

の
人

材
の

確
保

を
す

る
必

要
が

あ
る

。

＜
役

割
＞

厳
し

い
環

境
に

あ
る

子
ど

も
及

び
特

別
な

支
援

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
に

関
す

る
相

談
窓

口
、

関
係

機
関

（
医

療
、

福
祉

、
教

育
）
と

の
連

携
の

充
実

、
専

門
機

関
等

の
指

示
に

基
づ

く
園

へ
の

支
援

（
指

導
計

画
・
引

き
継

ぎ
シ

ー
ト

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
R

７
見

込
：
1
2
市

町
村

1
4
人

→
R

8
当

初
：
1
2
市

町
村

1
4
人

配
置

）

保
育

所
等

に
お

け
る

要
支

援
児

童
等

対
応

推
進

事
業

 
（
親

育
ち

・
特

別
支

援
保

育
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

）
　

　
【
R

８
当

初
：
3
1
,4

9
4
千

円
】
　

　
　

　
　

　
　

　
　

医
療

的
ケ

ア
を

必
要

と
す

る
乳

幼
児

を
受

け
入

れ
る

た
め

に
、

看
護

師
等

を
配

置
し

た
場

合
の

経
費

に
対

し
て

助
成

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
R

７
見

込
：
５

箇
所

→
R

８
当

初
：
９

箇
所

）

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
【
R

８
当

初
：
2
5
,2

5
6
千

円
】

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
活

用
事

業
   

 　
　

【
R

８
当

初
：
4
,6

4
2
千

円
】

厳
し

い
環

境
に

あ
る

就
学

前
の

子
ど

も
が

円
滑

に
小

学
校

に
入

学
で

き
る

よ
う

、
主

に
５

歳
児

と
そ

の
保

護
者

に
対

し
て

、
保

育
者

と
ス

ク
ー

ル
ソ

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
が

連
携

し
て

生
活

習
慣

や
生

活
環

境
の

改
善

に
向

け
た

助
言

や
指

導
等

を
行

う
仕

組
み

を
構

築
。

 ［
就

学
前

分
］
R

７
見

込
1
7
市

町
村

組
合

2
7
人

→
R

８
当

初
1
8
市

町
村

組
合

2
8
人

卒 園

支
援

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
・
保

護
者

家
庭

支
援

推
進

保
育

士

特
別

支
援

加
配

保
育

士

親
育

ち
支

援
担

当
保

育
者

特
別

支
援

専
門

職
員

連
携

親
育

ち
・
特

別
支

援
保

育
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー

連
携

医
療

的
ケ

ア
児

加
配

看
護

師
等

小
学

校

連
携

保
育

所
等

専
門

機
関

・
福

祉
保

健
所

・
児

童
相

談
所

・
療

育
福

祉
セ

ン
タ

ー
・
医

療
的

ケ
ア

児
支

援
セ

ン
タ

ー
な

ど

連
携

・
要

保
護

児
童

対
策

　
地

域
協

議
会

・
家

庭
児

童
相

談
員

・
民

生
委

員
　

　
な

ど

連
携

連
携

連
携

支
援

・
情

報
共

有

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー

保
育

所
・
幼

稚
園

等
小

学
校

0歳
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

5
歳

　
　

　
　

　
　

6歳
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

支 援

円
滑

な
引

継
ぎ

入 学

（現
状

）

（課
題

）
 　

継
続

し
た

支
援

支
援
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地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

　
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

計
画

及
び

次
世

代
育

成
支

援
推

進
行

動
計

画
等

の
地

域
計

画
を

円
滑

に
推

進
す

る
た

め
、

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

保
育

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
に

関
す

る
事

業
に

要
す

る
経

費
を

補
助

す
る

。

事
業
概
要

　
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

き
め

細
や

か
な

保
育

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
体

制
を

確
保

す
る

こ
と

で
、

高
知

県
全

体
の

保
育

の
質

の
向

上
を

図
る

。

　

実
施
内
容

幼
保
支
援
課

 
R
8
当
初
：
2
3
,5
6
6
千
円
（
一
）
2
3
,5
6
6
千
円

（
R
7
当
初
：
2
5
,9
8
8
千
円
（
一
）
2
5
,9
8
8
千
円
）

女
性

就
労

の
増

加
、

育
児

休
業

制
度

の
定

着
等

に
伴

い
、

０
歳

児
か

ら
２

歳
児

ま
で

の
低

年
齢

児
に

つ
い

て
年

度
途

中
の

保
育

需
要

が
増

え
て

い
る

。

あ
ら

か
じ

め
年

度
途

中
で

の
入

所
を

前
提

と
し

た
保

育
士

等
の

人
員

確
保

が
必

要
で

あ
る

が
、

保
育

所
等

で
は

、
経

営
上

余
剰

人
員

を
雇

用
す

る
こ

と
が

困
難

な
状

況
に

あ
る

。

現
状
・
課
題

　
　事
業
目
標

低
年

齢
児

の
保

護
者

が
、

年
度

途
中

で
保

育
を

必
要

と
す

る
場

合
、

ス
ム

ー
ズ

に
保

育
所

等
に

受
け

入
れ

ら
れ

る
。

（参
考

）

○
補

助
対

象
×

補
助

対
象

外

0歳
児

1歳
児

2歳
児

合
計

0歳
児

1歳
児

2歳
児

合
計

2
3

4
5

8
7

必
要

数
0.6

 
1.7

→
2

必
要

数
1.6

 
4.1

→
5

配
置

数
2

1
1

4
配

置
数

2
1

1
4

加
配

数
2

加
配

数
0

在
籍

乳
幼

児
数

在
籍

乳
幼

児
数

1.1
 

2.5
 

担 当 職 員

担 当 職 員

（
現

状
）

（
課

題
）

３
歳

未
満

児
の

保
育

の
た

め
の

保
育

士
を

あ
ら

か
じ

め
加

配
し

、
待

機
児

童
解

消
の

た
め

に
年

度
途

中
の

乳
幼

児
の

受
入

れ
を

促
進

す
る

。
　

◆
補

助
基

準
額

　
　

1,
37

9
,4

0
0
円

／
1
か

所
　

（
@

10
,4

5
0
円

×
22

日
×

6
月

）

◆
補

助
要

件
　

　
　

 次
の

い
ず

れ
も

満
た

す
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
(１

)年
度

途
中

の
0
～

2
歳

の
入

所
児

童
数

が
3
名

以
上

の
見

込
み

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
　

(２
)0

～
2歳

児
ク

ラ
ス

の
配

置
基

準
に

プ
ラ

ス
し

て
職

員
配

置

低
年

齢
児

保
育

促
進

事
業

補
助

先
：
市

町
村

（
高

知
市

除
く
）

補
助

率
：
県

1
/
2
  

  
市

町
村

1
/
2

家
庭

支
援

推
進

保
育

事
業

家
庭

環
境

等
に

特
別

な
配

慮
が

必
要

な
児

童
へ

の
家

庭
訪

問
や

地
域

連
携

等
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

専
任

の
保

育
士

を
配

置
し

、
入

所
児

童
の

処
遇

向
上

を
図

る
。

　

※
R

6
年

度
よ

り
、

保
育

サ
ー

ビ
ス

等
推

進
総

合
補

助
金

か
ら

人
口

減
少

対
策

総
合

交
付

金
に

移
行

さ
れ

ま
し

た
。

○
市

町
村

が
地

域
の

実
情

に
合

わ
せ

て
実

施
す

る
人

口
減

少
対

策
を

総
合

的
に

支
援

　
　

　
　

　
【
交

付
対

象
事

業
】
①

若
者

の
定

着
増

加
、

②
婚

姻
数

の
増

加
、

③
出

生
率

の
増

加
、

④
共

働
き

共
育

て
の

推
進

○
全

て
の

市
町

村
に

配
分

す
る

「
Ⅰ

基
本

配
分

型
」
と

、
県

の
掲

げ
る

目
標

（
若

者
（
3
4
歳

以
下

）
の

増
加

、
出

生
数

の
増

加
）
 の

達
成

に
つ

な
が

る
取

り
組

み
に

加
算

す
る

「
Ⅱ

連
携

加
算

型
（
手

挙
げ

）
」
の

２
つ

で
構

成

高
知

県
人

口
減

少
対

策
総

合
交

付
金

Ⅰ
基

本
配

分
型

＜
ソ

フ
ト

＞

（
１

）
通

常
分

○
人

口
割

、
均

等
割

等
に

よ
り

、
全

て
の

市
町

村
に

配
分

　
［
交

付
額

：
3
0
0
～

7
,5

0
0
万

円
程

度
/
年

］
○

交
付

対
象

事
業

（
上

記
①

～
④

の
目

的
に

資
す

る
も

の
）
に

該
当

す
れ

ば
、

市
町

村
の

裁
量

で
活

用
可

（
２

）
男

性
育

休
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

加
算

Ⅱ
連

携
加

算
型

＜
ソ

フ
ト

・
ハ

ー
ド

＞

○
１

市
町

村
当

た
り

の
交

付
額

（
上

限
）
：
４

年
間

（
R

６
～

９
）

　
  

・
人

口
１

万
人

未
満

　
5
,0

0
0
万

円
　

　
・
人

口
１

万
人

以
上

　
１

億
円

○
県

の
掲

げ
る

目
標

の
達

成
に

つ
な

が
る

取
り

組
み

で
あ

っ
て

、
次

の
Aま

た
は

Bに
該

当
す

る
事

業
　

  A
：
県

が
直

接
実

施
す

る
取

り
組

み
と

連
携

す
る

こ
と

で
さ

ら
な

る
相

乗
効

果
が

期
待

さ
れ

る
事

業
　

  B
：
市

町
村

が
創

意
工

夫
を

凝
ら

し
て

独
自

に
実

施
す

る
先

駆
的

事
業

○
市

町
村

は
数

値
目

標
を

設
定

し
た

事
業

計
画

を
作

成
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私立幼稚園への補助
（私立学校運営費補助金除く）

１ 私立幼稚園等子育て支援推進事業費補助金

女性の社会進出の増加等による保護者の保育ニーズの拡大に対応するために、学校法人立幼稚
園等が実施している子育て支援事業に対して補助し、子育て家庭への支援となる当該事業の充実
向上、保護者及び幼稚園等の経費負担の軽減を図る。

●補助要件

※公定価格（基本分単価、子育て支援活動費加算）や他の補助金との重複受給は認められませんの
で、十分精査してください。

●補助金事務スケジュール（予定）
11 月 事業計画書提出
２月 交付申請書提出
３月 交付決定通知
４月 実績報告書提出
５月 補助金精算払

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金

心身障害児の幼稚園等への就園の機会の拡大を図るとともに、心身障害児教育の振興を図るた
めに、心身障害児を受け入れている学校法人立幼稚園等に対して補助する。

●補助要件
①１人以上、心身障害児を受け入れていること
②以下のいずれかに該当し、教育上特別な配慮が必要なものであること

・身体障害者手帳の交付を受けている幼児
・療育手帳の交付を受けている幼児
・特別児童扶養手当の支給対象となる幼児
・医療機関や市町村等が設置する専門機関（教育研究所等）において、心身に障害

があると判断された幼児
③公定価格や他の補助金等と対象経費が重複していないこと

●補助金事務スケジュール（予定）
10 月 交付申請書提出
３月 交付決定通知
４月 実績報告書提出
５月 補助金精算払

子育て支援
事業

幼稚園等施設開放事業 対象経費
事業実施に要する経費（人件費、旅費、報償費、
需用費【食糧費を除く】、役務費、使用料等）

対象外経費
他の補助金の対象となるもの及び設備整備に係る経費
（備品購入費、施設整備費 等）

子育て相談事業

子育て講座開催事業

その他地域住民等の
子育てを支援する事業
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保
育

料
の

　
　
　

　
３
歳

未
満

無
料

化
（

軽
減
）

　
の
園

児
　
・

小
学
生

・
高

校
生

 
多
子
世
帯
保
育
料
軽
減
事
業
費
補
助
金

幼
保
支
援
課

  
  
R

８
当

初
：

8
8
,3

9
6
千

円
（

一
）

8
8
,3

9
6
千

円
 

 （
R

７
当

初
：

8
8
,6

4
6
千

円
（

一
）

8
8
,6

4
6
千

円
）

　
１

８
才

未
満

の
子

ど
も

が
３

人
以

上
い

る
家

庭
の

経
済

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
た

め
、

第
３

子
以

降
３

歳
未

満
児

の
保

育
料

を
軽

減
（
無

料
化

）
す

る
。

事
業
概
要

【
県

民
の

ニ
ー

ズ
】

「
理

想
の

数
だ

け
子

ど
も

を
持

た
な

い
理

由
」

１
位

 
⇒

 
子

育
て

や
教

育
に

お
金

が
か

か
り

す
ぎ

る
か

ら
（

7
5
.
5
％
）

「
理

想
の

数
だ

け
子

ど
も

を
持

て
る

環
境

」
　

２
位

 
⇒

 
子

ど
も

の
医

療
費

や
保

育
料

な
ど

へ
の

経
済

的
支

援
の

充
実

（
4
6
.
7
％

）
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

出
展

：
令
和

７
年
度

 
出
会

い
か

ら
結

婚
・

子
育

て
ま

で
の

切
れ

目
な

い
支
援

の
た

め
の

県
民

意
識

調
査

現
状
・
課
題

　
　

 全
市

町
村

に
お

い
て

、
１

８
歳

未
満

の
子

が
３

人
以

上
の

場
合

、
　

第
３

子
以

降
３

歳
未

満
児

の
保

育
料

を
軽

減
（
無

料
化

）
す

る
。

　
　

　

事
業
目
標

　
多

子
世

帯
の

経
済

的
負

担
の

軽
減

に
加

え
、

施
設

間
の

公
平

性
の

向
上

が
図

ら
れ

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
子

ど
も

が
育

つ
環

境
が

整
え

ら
れ

る
。

◆
1
8
歳
未
満
の
子
が
３
人
以
上
の
場
合
、
同
時
入
所
に
関
わ
ら
ず
、
第
３
子
以
降
３
歳
未
満
児
の
保
育
料
を
軽
減
(無

料
化
)

　 　
○

対
象

施
設

　
　

①
認

可
保

育
所

･
認

定
こ

ど
も

園
・

地
域

型
保

育
事

業
所

　
　

②
届

出
認

可
外

保
育

施
設

　
○

補
助

対
象

経
費

　
　

①
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
の

規
定

に
よ

り
徴

収
す

る
保

育
料

　
　

②
設

置
者

が
徴

収
す

る
保

育
料

（
上

限
：

月
額

50
,0

0
0
円

）
　

　
　

※
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
の

支
給

要
件

を
満

た
す

者
の

場
合

は
、

月
額

5
0
,0

0
0円

か
ら

当
該

給
付

月
額

を
　

　
　

　
差

し
引

い
た

額
を

限
度

と
す

る
。

　
○

補
助

率
　

　
１

／
２

以
内

　
○

定
義

　
　

第
３

子
以

降
：

戸
籍

上
の

第
３

子
以

降
の

子
ど

も
　

　
３

歳
未

満
　

：
年

度
当

初
の

時
点

で
３

歳
未

満
の

子
ど

も
　

　
　

　
　

　
　

　
し

た
が

っ
て

、
当

該
年

度
の

間
で

あ
れ

ば
満

３
歳

に
達

し
て

か
ら

　
　

　
　

　
　

　
　

対
象

施
設

に
入

る
こ

と
と

な
っ

た
子

ど
も

は
こ

れ
に

該
当

す
る

。

　
○

参
考

　
　

３
歳

～
５

歳
の

子
ど

も
た

ち
の

利
用

料
、

住
民

税
非

課
税

世
帯

の
０

歳
～

２
歳

の
子

供
た

ち
の

利
用

料
を

無
償

化
（

R
元

.
1
0
月
～

）

実
施
内
容

保
育

料
の

　
　
　

　
３
歳

未
満

軽
減

（
無

償
化
）

　
の
園

児
　
・

小
学
生

・
高

校
生

３
号
認
定

第
２
子

第
３
子

半
額

無
償

１
・
２
号
認
定

無
償

≪
参

考
：
国

の
保

育
料

等
軽

減
措

置
≫

※
同

時
入

所
の

場
合

   
第

１
子

の
年

齢
制

限
撤

廃
（
年

収
約

３
６

０
万

未
満

世
帯

）



５ 保育所・幼稚園・認定こども園関係施策等

（子ども・子育て支援新制度含む）

子ども・子育て支援新制度
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※
幼

保
連

携
型

に
つ

い
て

は
、

認
可

・
指

導
監

督
の

一
本

化
、

学
校

及
び

児
童

福
祉

施
設

と
し

て
の

法
的

位
置

づ
け

を
与

え
る

等
、

制
度

改
善

を
実

施

保
育
所

０
～
５

歳

認
定
こ

ど
も

園
０

～
５

歳

幼
稚
園

型
保

育
所

型
地

方
裁

量
型

小
規
模

保
育

、
家

庭
的

保
育

、

居
宅
訪

問
型

保
育

、
事

業
所

内
保

育

施
設

型
給

付
費

地
域

型
保

育
給

付
費

幼
稚
園

３
～
５

歳

①
利
用

者
支

援
事

業

②
延
長

保
育

事
業

③
実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う
事

業

④
多
様

な
事

業
者

の
参

入
促

進
・

能
力
活

用
事

業

⑤
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

⑥
子
育

て
短

期
支

援
事

業

⑦
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

⑧
・
養

育
支

援
訪

問
事

業

・
子

ど
も

を
守

る
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

機
能

強
化

事
業

⑨
地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

⑩
一
時

預
か

り
事

業

⑪
病
児

保
育
事
業

⑫
子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

（
フ
ァ

ミ
リ

ー
・

サ
ポ

ー
ト

・

セ
ン
タ

ー
事

業
）

⑬
妊
婦
健
診

地
域
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業

・
企

業
主

導
型

保
育
事

業

⇒
 
事

業
所
内

保
育
を

主
軸

と
し

た
企

業
主

導
型
の

多

様
な

就
労

形
態

に
対
応

し

た
保

育
サ

ー
ビ

ス
の
拡

大

を
支

援
（

整
備

費
、
運

営

費
の
助
成
）

・
企

業
主

導
型

ベ
ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

利
用

者
支

援
事
業

⇒
 
繁

忙
期
の

残
業
や

夜
勤

等
の

多
様

な
働

き
方
を

し

て
い

る
労

働
者

が
、
低

廉

な
価

格
で

ベ
ビ

ー
シ
ッ

タ
ー

派
遣

サ
ー

ビ
ス
を

利

用
で

き
る

よ
う

支
援

・
中
小
企
業
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
環
境
整
備
事
業

⇒
く
る
み
ん
認
定
を
活
用

し
、
育
児
休
業
等
取
得

に
積
極
的
に
取
り
組
む

中
小
企
業
を
支
援

仕
事
・
子
育
て

両
立
支
援
事
業

幼
保
連

携
型

※
私
立
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
24
条
に
よ

り
市
町
村
が
保
育
の
実
施
義
務
を
担
う
こ
と
に
基
づ
く
措

置
と
し
て
、
委
託
費
を
支
弁

子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付

施
設
等
利
用
費

認
定

こ
ど

も
園

・
幼

稚
園

・
保

育
所

・

小
規

模
保

育
等

に
係

る
共

通
の

財
政

支
援

地
域

の
実

情
に

応
じ

た

子
育

て
支

援
仕

事
と

子
育

て
の

両
立

支
援

新
制

度
の

対
象

と
な

ら
な

い
幼

稚
園

、

認
可

外
保

育
施

設
、

預
か

り
保

育
等

の

利
用

に
係

る
支

援

子
ど
も
･
子
育
て
支
援
新
制
度
の
概
要

認
可

外
保

育
施

設
等

・
認

可
外

保
育

施
設

・
一

時
預

か
り

事
業

・
病

児
保

育
事

業

・
子

育
て

援
助

活
動

支
援

事
業

（
ﾌ
ｧ
ﾐ
ﾘ
ｰ
･
ｻ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾄ
･
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
事

業
）

特
別

支
援

学
校

新
制

度
の

対
象

と
な

ら
な

い

幼
稚

園

預
か

り
保

育
事

業

※
認

定
こ

ど
も

園
（
国

立
・
公

立
大

学
法

人
立

）
も

対
象

市
町

村
主
体

国
主
体
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給
付
種
類

（
認
定
通
称
）

利
用
施
設
・
事
業

１
号
認
定

満
3
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
2
号
認

定
子
ど
も
以
外
の
も
の
（
第
1
9
条
第
1
項
第
1
号
）

教
育
標
準
時
間

幼
稚
園
（
私
学
助
成
幼
稚
園
を
除
く
）

認
定
こ
ど
も
園

２
号
認
定

満
3
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
保
護

者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
も
の
（
第
1
9
条
第
1
項
第
2
号
）

保
育
標
準
時
間

保
育
短
時
間

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

３
号
認
定

満
3
歳
未
満
の
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
保
護

者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
も
の
（
法
第
1
9
条
第
1
項
第
3
号
）

保
育
標
準
時
間

保
育
短
時
間

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
保
育
事
業
等

新
１
号
認
定

私
学
助
成
幼
稚
園

（
新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
）

新
２
号
認
定

新
３
号
認
定

対
象
子
ど
も
（
認
定
区
分
）

満
3
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
新
2
号
・
新
3
号
認
定
子
ど
も

以
外
の
も
の
（
第
3
0
条
の
4
第
1
号
）

満
3
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
3
1
日
を
経
過
し
た
小
学
校
就
学
前
の
子

ど
も
で
あ
っ
て
、
保
護
者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
（
第
3
0
条

の
4
第
2
号
）

満
3
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
小
学
校
就
学
前

の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
保
護
者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
の
う

ち
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
第
3
0
条
の
4
第
3
号
）

（
※
）
幼
稚
園
（
私
学
助
成
幼
稚
園
を
含
む
）
、
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
（
標
準
）
時
間
外
の
預
か
り
保
育
事
業
（
一
時
預
か
り
事
業
（
幼
稚
園
型
）
等
）
の
こ
と
。

　
　
　
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
等
で
の
「
非
在
籍
園
児
の
預
か
り
保
育
」
（
一
時
預
か
り
事
業
（
一
般
型
、
余
裕
活
用
型
）
等
）
は
「
認
可
外
保
育
施
設
等
」
に
該
当
す
る
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
費
の
支
給
を
受
け
る
子
ど
も
の
認
定
区
分

施
設
型
給
付

地
域
型
保
育
給
付

（
特
例
給
付
を
含
む
）

施
設
等
利
用
給
付

（
R
1
.1
0
月
～
）

私
学
助
成
幼
稚
園

（
新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
）

預
か
り
保
育
事
業
（
※
）

認
可
外
保
育
施
設
等
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■施設型給付の基本構造（地域型保育給付、特例給付も同様）

○給付（委託費の支払い）は、教育・保育給付認定を行った市町村（子どもの居住地の市町村）が行います。

■施設等利用給付の基本構造

○通園送迎費、食材料費、行事費などの「特定費用」は施設等利用給付の対象外となります。

○支給に要した費用は、国、県、市町村で２：１：１の割合で負担します。（国立幼稚園は全額国負担）

給付の基本構造

○市町村は、対象の施設・事業（市町村の確認を受けたもの）を認定を受けた子どもが利用した際に要する
　費用を月額上限額の範囲内で支給します。

○「施設型給付費」は「公定価格（内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額）」から「利用者負
　担額（政令で定める額を限度として市町村が定める額」を控除した額となります。

○給付については、保護者における個人給付を基本としつつも、確実に教育・保育に要する費用に充てる
　ため、市町村から法定代理受領する仕組みとなります。（利用者負担額は施設が利用者から徴収します。）

○私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから（児童福祉法第24条）、
　法定代理受領ではなく、利用者負担を市町村で徴収し、公定価格の全額が委託費として支払われます。

〔月額上限額〕

認定区分 利用施設・事業 上限月額 備考

新１号 私学助成幼稚園

私学助成幼稚園

預かり保育事業
1.13万円

（日額単価450円）

幼稚園（私学助成幼稚園を含む）、認定こども園における教育（標準）時間外の預かり保
育事業（土曜日、修業期間外の預かり保育を含む）　※いわゆる「午後の預かり保育」

認可外保育施設等 3.7万円
認可外保育施設、一時預かり事業（※預かり保育事業でないもの）、病児保育事業、
ファミリー･センター･サポート事業

新制度未移行幼稚園 2.57万円 教育時間のみ　（※教育時間外は「預かり保育事業」に該当する）

預かり保育事業
1.63万円

（日額単価450円）

幼稚園（私学助成幼稚園を含む）、認定こども園における教育（標準）時間外の預かり保
育事業（土曜日、修業期間外の預かり保育を含む）　※いわゆる「午後の預かり保育」

認可外保育施設等 4.2万円
認可外保育施設、一時預かり事業（※預かり保育事業でないもの）、病児保育事業、
ファミリー･センター･サポート事業

2.57万円
（国立幼稚園は8,700円）

教育時間のみ　（※教育時間外は「預かり保育事業」に該当する）

新２号

新３号

公定価格の仕組み（イメージ図）

･･･公定価格 ･･･施設型給付費

※1　負担割合は幼稚園、保育所、認定こども園にあっては私立施設のみ。公立施設は交付税措置される。
※2　令和７年度における「全国統一費用部分」は公定価格の74.0％ 。
※3　一部に拠出金が充当される。その結果、令和７年度における負担割合は、国：県：市町村＝60.43 ： 19.785： 19.785。
※4　私立保育所の場合には、公定価格が「委託費」として施設に支払われ、利用者負担額（3号認定子ども）は市町村が徴収する。

1号認定子ども
2号認定子ども
（満3歳児を除く）

3号認定子ども
（満3歳児を含む）

（利用者負担額＝0円） （利用者負担額＝0円）

〔地方単独費用部分〕
県：市町村＝1：1

※1

（市町村単独負担）

市町村の定める
利用者負担額
（施設で徴収※4）

国：県：市町村＝2：1：1

※1

国：県：市町村＝2：1：1

　※1　※3
〔全国統一費用部分〕

 国：県：市町村＝2：1：1

※1

※2
利用者負担額

（国基準）

給
付
種
類

（
認
定
通
称
）

利
用
施
設
・
事
業

１
号
認
定

満
3
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
2
号
認

定
子
ど
も
以
外
の
も
の
（
第
1
9
条
第
1
項
第
1
号
）

教
育
標
準
時
間

幼
稚
園
（
私
学
助
成
幼
稚
園
を
除
く
）

認
定
こ
ど
も
園

２
号
認
定

満
3
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
保
護

者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
も
の
（
第
1
9
条
第
1
項
第
2
号
）

保
育
標
準
時
間

保
育
短
時
間

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

３
号
認
定

満
3
歳
未
満
の
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
保
護

者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
も
の
（
法
第
1
9
条
第
1
項
第
3
号
）

保
育
標
準
時
間

保
育
短
時
間

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
保
育
事
業
等

新
１
号
認
定

私
学
助
成
幼
稚
園

（
新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
）

新
２
号
認
定

新
３
号
認
定

対
象
子
ど
も
（
認
定
区
分
）

満
3
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
新
2
号
・
新
3
号
認
定
子
ど
も

以
外
の
も
の
（
第
3
0
条
の
4
第
1
号
）

満
3
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
3
1
日
を
経
過
し
た
小
学
校
就
学
前
の
子

ど
も
で
あ
っ
て
、
保
護
者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
（
第
3
0
条

の
4
第
2
号
）

満
3
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
小
学
校
就
学
前

の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
保
護
者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
の
う

ち
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
第
3
0
条
の
4
第
3
号
）

（
※
）
幼
稚
園
（
私
学
助
成
幼
稚
園
を
含
む
）
、
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
（
標
準
）
時
間
外
の
預
か
り
保
育
事
業
（
一
時
預
か
り
事
業
（
幼
稚
園
型
）
等
）
の
こ
と
。

　
　
　
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
等
で
の
「
非
在
籍
園
児
の
預
か
り
保
育
」
（
一
時
預
か
り
事
業
（
一
般
型
、
余
裕
活
用
型
）
等
）
は
「
認
可
外
保
育
施
設
等
」
に
該
当
す
る
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
費
の
支
給
を
受
け
る
子
ど
も
の
認
定
区
分

施
設
型
給
付

地
域
型
保
育
給
付

（
特
例
給
付
を
含
む
）

施
設
等
利
用
給
付

（
R
1
.1
0
月
～
）

私
学
助
成
幼
稚
園

（
新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
）

預
か
り
保
育
事
業
（
※
）

認
可
外
保
育
施
設
等
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一時預かり事業について

○ 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった乳幼児を保育所等で一時的に預かる事業

① 一般型 ② 幼稚園型Ⅰ ③ 幼稚園型Ⅱ ④ 余裕活用型 ⑤ 居宅訪問型 ⑥ 地域密着Ⅱ型

実施主体

対象児童

主として保育所、幼稚園、
認定こども園等に通ってい
ない、又は在籍していない
乳幼児

主として幼稚園等に在籍す
る満３歳以上の幼児で、教
育時間の前後又は長期休
業日等に当該幼稚園等に
おいて一時的に保護を受け
る者

３号認定を受けた２歳児
主として保育所、幼稚園、認
定こども園等に通っていない、
又は在籍していない乳幼児

以下の要件に該当する者
▼障害、疾病等の程度を勘

案して集団保育が著しく困
難であると認められる場合

▼ひとり親家庭等で、保護者
が一時的に夜間及び深夜
の就労等を行う場合

▼離島その他の地域において、
保護者が一時的に就労等
を行う場合

乳幼児

実施場所

保育所、幼稚園、認定こど
も園、地域子育て支援拠点
又は駅周辺等利便性の高
い場所など

幼稚園又は認定こども園

幼稚園（新制度園及び
私学助成園）
※認定こども園は対象
外

保育所、認定こども園、家庭
的保育事業所、小規模保育
事業所、事業所内保育事業
所において、利用児童数が
定員に満たない場合

利用児童の居宅
地域子育て支援拠点や
駅周辺等利便性の高い
場所など

実施要件

－

研修を修了した保育士、家庭
的保育者又はこれらの者と同
等以上と認められる者。ただし、
家庭的保育者１人が保育する
ことができる児童の数は１人と
する。

担当者のうち、保育につ
いて経験豊富な保育士
を１名以上配置。
担当者は２人を下ること
はできない。
保育士以外の担当者は、
市町村が実施する研修
を修了していること。

実施か所
数 9,232か所 5,293か所 ー 500か所 0か所 （※ 一般型の内数 ）

市区町村（市区町村が認めた者への委託可）

設備基準

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定める保育所の基準を遵守。

「児童福祉施設の設備
及び運営に関する基
準」に定める保育所の
基準に準じて行う。

職員配置

乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者等を配置し、そのうち保育士等を１／２以上。保育士等以外の保育従事者等
は研修を修了した者。保育従事者等の数は２名を下ることはできないが、保育所等と一体的に実施し、当該保育所等の職
員による支援を受けられる場合には、保育士等１人とすることができる。
※一般型については、１日当たり平均利用児童数が３人以下の場合には、家庭的保育者を保育士とみなすことができる。
※幼稚園型については当分の間保育士等の配置の割合、保育士等以外の教育・保育従事者の資格について緩和措置あ
り。

職員の類型

職員が通常勤務する日※１

休日
（教育課程時間） （教育課程時間外）

４時間程度まで 合計８時間まで 合計８時間超 合計８時間まで 合計８時間超

一時預かり事業の専任職員 ○ ○ ○ ○ ○

一時預かり事業
と幼稚園等の
教員等との
兼務職員

幼稚園等における
学級担任等の
常勤教員※２

×※３※６ ×※３※６

（○※４）
○※５ ○※５ ○※５

幼稚園等における
非常勤講師等※２ ×※６ ○※７ ○ ○ ○

（参考）適用
補助単価

在園児 基本分単価 長時間加算単価 休日単価 長時間加算単価

非在園児※８ 休日単価 長時間加算単価 休日単価 長時間加算単価

※１ 長期休業期間における職員が通常勤務する日を含む。

※２ 幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されており、一時預かり事業の必要教員数が１人の場合で、当該幼稚園等からの支援職員につい
ては、職員の勤務形態等を問わず、幼稚園等の教員等が兼務できる。

※３ 必要となる人件費が、幼稚園等の施設型給付の公定価格で措置されているため、一時預かり事業の配置職員数に算入不可。
※４ 人件費について一時預かり事業の補助対象経費に算入不可だが、教育課程時間外で配置職員数には算入可（ただし、学級担当職員については通常の教

育活動に係る業務を行うことが想定されることから、学級担当職員以外のチーム保育担当職員等を中心に担当することが望ましい）。
※５ 超過勤務・休日勤務を行う場合の人件費は、公定価格で措置されていないため、一時預かり事業の配置職員数に算入可。
※６ 長期休業期間においては、幼稚園等の業務と必ずしも重複しないため、配置職員数に算入可。
※７ 教育課程時間の勤務内容・時間との区分が契約・職務命令等により明確となるよう留意することが必要。

※８ 非在籍園児については、基本的に一時預かり事業（一般型）により対応。ただし、非在籍園児の利用が少数であること等により、幼稚園型及び一般型の両
事業を実施することが、施設や市町村の事務を増大させる等の場合には、幼稚園型において当該非在籍園児の一時預かりを実施することも可能。

一時預かり事業（幼稚園型）の担当職員に算入できる範囲（イメージ）



65

一時預かり事業

事業の目的
 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するため
に支援が必要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かり、安心して子育てができる環境を整備する。

事業の概要
（１）一般型：家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業。
（２）余裕活用型（平成26年度創設）：保育所等において、利用児童数が定員に達していない場合に、定員まで一時預かり事業として受け入れる事業。
（３）幼稚園型Ⅰ（平成27年度創設）：幼稚園、認定こども園に在籍している園児を主な対象として、教育時間の前後又は長期休業日等に預かり必要な保護を行う事業。
（４）幼稚園型Ⅱ（平成30年度創設）：幼稚園において、保育を必要とする０～２歳児の受け皿として、定期的な預かりを行う事業。
（５）居宅訪問型（平成27年度創設）：家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、乳幼児の居宅において一時的に預かり、必要な保護を行う事業。

実施主体等
【実施主体】市町村（特別区を含む。）
【補 助 率】 国１／３（都道府県１／３、市町村１／３）
【令和８年度補助基準額案】（一般型基本分）：１か所あたり年額 1,539千円（※）～55,262千円

（※）補助基準額をベースアップするとともに、令和７年度行政事業レビュー（公開プロセス）の「取りまとめコメント」を踏まえ、延べ利用児童数のうち管内乳幼児人口超過分にかかる国庫負担を
見直し、当該分の補助基準額の調整を実施

【実績】
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拡充 見直し

◇ 【R8拡充事項】幼稚園型Ⅰ・Ⅱについても、単価の引上げを実施

成育局 保育政策課
文部科学省 幼児教育課

令和７年度こども家庭庁行政事業レビュー公開プロセス 取りまとめコメント【抜粋】

６．また、事業の成果を高めるため、すみやかに以下についても検討すべきである。
・これまでの事業の実施について、「待機児童対策」として東京都をはじめとする都市部に集中しているが、各自治体が抱える保育施策の課題等はさまざまであることから、
都市部に集中している執行状況の見直し（補助事業の要件など）による合理化を進めるとともに、（中略）、より効果的な人材確保策を検討すべきである。

＜子ども・子育て支援交付金＞令和８年度予算案  2,163億円の内数（2,013億円の内数）

（１）一般型
標準時間認定：11時間の開所時間を超えて保育を実施する事業
短時間認定 ：各事業所が設定した短時間認定児の処遇を行う時間を超えて保育を実施する事業

（２）訪問型（平成27年度創設）
居宅訪問型保育事業を利用する児童で利用時間を超えて保育を実施する事業

成育局 保育政策課延長保育事業

事業の目的
 保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所等で引き続き保育を実施するこ
とで、安心して子育てができる環境を整備する。

事業の概要

実施主体等

＜一般的な保育所等（７時から18時まで開所し、後４時間の延長を実施する場合）【標準時間】＞

開所時間 延長時間
18時7時

公定価格 延長保育

22時

＜夜間保育所（11時から22時まで開所し、前２時間、後４時間の延長を実施する場合）＞

開所時間
11時

公定価格 延長保育

2時9時
延長時間

22時

延長保育
延長時間

※ 公立施設については、平成17年度に一般財源化
※ こども家庭庁保育政策課調べ

【実績】
＜実施か所数＞
令和３年度：29,277か所（公立6,575か所、私立22,702か所）
令和４年度：29,535か所（公立6,427か所、私立23,108か所）
令和５年度：29,755か所（公立6,256か所、私立23,499か所）
＜年間実利用児童数＞
令和３年度： 893,990人（公立201,262人、私立692,728人）
令和４年度： 915,022人（公立195,215人、私立719,807人）
令和５年度： 948,778人（公立198,712人、私立750,066人）

【実施主体】市町村（特別区含む。）
【補 助 率】 国１／３（都道府県１／３、市町村１／３）
【主な令和８年度補助基準額案】※括弧は夜間保育所（夜間延長分に限る）の補助基準額
① 保育短時間認定（保育所：在籍児童１人当たり年額）

１時間延長： 23,300円
２時間延長： 46,600円
３時間延長： 69,900円

② 保育標準時間認定（保育所：１事業所当たり年額）
３０分延長： 600,000円
１時間延長： 1,909,000円（2,137,000円）

２～３時間延長： 2,955,000円（3,183,000円）
４～５時間延長： 6,280,000円（6,394,000円）
６時間以上延長： 7,401,000円

○ 配置基準改善加算（保育所：１事業所当たり年額）※平均対象児童数が21人以上の施設のみ
３０分延長： 150,000円 ４～５時間延長： 1,350,000円
１時間延長： 300,000円 ６時間以上延長： 1,950,000円

２～３時間延長： 750,000円
○ 障害児保育加算（保育所：１事業所当たり年額） ※平均対象障害児数が１人以上の施設のみ

３０分延長： 150,000円 ４～５時間延長： 1,350,000円
１時間延長： 300,000円 ６時間以上延長： 1,950,000円

２～３時間延長： 750,000円

拡充

拡充

＜子ども・子育て支援交付金＞ 令和８年度予算案  2,163億円の内数（2,013億円の内数）
※延長保育事業、放課後児童健全育成事業、病児保育事業の費用の一部について、事業主拠出金を充当（1,288億円）
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成育局 保育政策課
文部科学省 幼児教育課実費徴収に係る補足給付を行う事業

事業の目的
 低所得で生計が困難である者等のこどもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実
費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図る。

実施主体等

各施設事業者において実費徴収を行うことが出来ることとされている①食事の提供に要する費用及び②日用品、文房具等の
購入に要する費用等について、低所得世帯を対象に費用の一部を補助する。

②教材費・行事費等（給食費以外）

2,800円

保護者負担
（基準額を超える部分） 保護者負担

生活保護世帯以外
（第２階層～）

生活保護世帯
（第１階層）

補足給付（基準額）

①給食費（副食材料費） ※新制度に移行していない園に限る

※新制度園（１号認定）の副食材料費については、公定価格の副食費徴収免除加算が支給
されている

保護者負担

低所得世帯（第１~３階層） 低所得世帯以外（第４階層～）

保護者負担
（基準額を超える部分）5,100円
補足給付（基準額）
※基準額を超える場合は、

その分保護者負担

※第３子以降は所得に関わらず対象 ※第３子以降を除く

※特別支援学校幼稚部については、特別支援教育就学奨励費補助制度があるため対象外

【実施主体】市町村（特別区を含む。）
※「実費徴収に係る補足給付事業」は、地域子ども・子育て支援事業の１つであり、地域の保護者・事業者等のニーズを踏まえつつ策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」に従って、市町村が事
業の実施や給付対象者の範囲を決定。

※①給食費（副食材料費）の対象（2019年10月～）は、新制度に移行していない幼稚園において給食を実施している場合。給食の実施方法・形態は問わない（外部搬入で実施している場合、
ミルク給食のみを実施している場合も対象）。ただし、家から持参するお弁当は、そもそも給食に該当しないため対象外。

【補 助 率 】 ：国１／３（都道府県１／３、市町村１／３）

【令和８年度補助基準額案(１人当たり月額)】
① 給食費（副食材料費） ：５，１００円
② 教材費・行事費等（給食費以外）：２，８００円

事業の概要

※施設型給付又は地域型
保育給付を受ける園のみ

【実績（令和５年度）】
① 給食費（副食材料費） １号認定：6,133か所、62,918人
② 教材費・行事費等 １号認定： 659か所、 1,072人

２号認定：2,938か所、 5,972人
３号認定：1,971か所、 2,968人

＜子ども・子育て支援交付金＞ 令和８年度予算案  2,163億円の内数（2,013億円の内数）

成育局 保育政策課
文部科学省 幼児教育課
文部科学省 地域学習推進課多様な事業者の参入促進・能力活用事業

事業の目的
地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量的拡大を進める上で、
・多様な事業者の新規参入の支援
・私立認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受入体制の構築
・小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担軽減
を図り、良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図る。

事業の概要

実施主体等

１ 新規参入施設等への巡回支援（平成26年度創設）

○ 住民ニーズに沿った多様な保育を提供していく上で、多様な事業者の能力を活用するため、新規参入事業者に対する相談・助言等の巡回支援の実施に
必要な費用の一部を補助する事業。

２ 認定こども園特別支援教育・保育経費（平成27年度創設）

○ 私学助成（特別支援教育経費）や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れるため、職員の加配に必要な
費用の一部を補助する事業。

３ 地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援（令和３年度創設）

○ 幼児教育・保育の無償化の対象とならないものの、地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを
対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を給付する。

【実施主体】市町村（特別区を含む。） 【補 助 率】 国１／３（都道府県１／３、市町村１／３）
【令和８年度補助基準額案】
① 新規参入施設等への巡回支援 １施設当たり年額：４２０，０００円（令和７年度基準額４００，０００円）
② 認定こども園特別支援教育・保育経費 対象子ども１人当たり月額： ６５，３００円

支援対象：特別な支援が必要な子どもが在籍する施設 ※対象子どもが１人在籍する施設については、別途補助要件を設定
③ 地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援 対象幼児１人当たり月額： ２０，０００円

ただし、利用する施設等の過去３カ年の平均月額利用料が20,000円を下回る対象施設等を利用する幼児は、当該平均月額利用料
【実績】

H26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
巡回支援 247 780 931 956 989 884 884 724 591 516
特別支援 － 111 94 140 277 292 336 427 552 658
集団活動事業の利用支援 － － － － － － － 89 134 137

（単位：巡回支援と特別支援はか所、集団活動の利用支援は市区町村）

 
＜子ども・子育て支援交付金＞令和８年度予算案  2,163億円の内数（2,013億円の内数）
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成育局 保育政策課病児保育事業

事業の目的
 こどもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てができる
環境整備を図る。

事業の内容
（１）病児対応型・病後児対応型

地域の病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一時的に保育する事業。
（２）体調不良児対応型

保育中の体調不良児について、一時的に預かるほか、保育所入所児に対する保健的な対応や地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を
         実施する事業。
（３）非施設型（訪問型）

地域の病児・病後児について、看護師等が保護者の自宅へ訪問し、一時的に保育する事業。

実施主体等

【実施場所】

体調不良児対応型病児対応型

※平成27年度までの延べ利用児童数は、「病児対応型」及び「病後児対応型」の合計
※平成28年度からの延べ利用児童数は、「病児対応型」、「病後児対応型」、「体調不良児対応型」の合計
※令和2年度においては、｢病児対応型｣、｢病後児対応型｣は、新型コロナウイルス感染症の状況等を勘案して想定される各
   月の延べ利用児童数をもって当該月の延べ利用児童数とみなして差し支えないこととしている。
   (前年同月の延べ利用児童数を上限）
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非施設型（訪問型）
体調不良児対応型
病後児対応型
病児対応型

（か所）

498,264 

524,688 

585,276 
886,263 

1,002,925 

1,008,712 

1,082,196 

966,675 
857,396 

968,448 
1,348,088 

計4,342か所

【実施か所数及び延べ利用児童数】

拡充

【拡充】基本分単価（改善分）の適用範囲拡大

市町村間の広域連携(市町村をまたいだ利用者の受入れ)を行い、
利用者が予約等できるICTを導入している施設について、基本分
単価（改善分）の適用対象に追加。

36.3%

33.4%
13.5%

11.9%
4.9%

診療所 病院
保育所 単独施設
その他

5.1%
7.7%

60.1%9.0%

18.1%

病後児対応型

59.0%
37.4%

3.3% 0.3%

保育所

認定こども園

小規模保育事業所

その他

【実施主体】市町村（特別区を含む。）
【補 助 率】 ：国１／３（都道府県１／３、市町村１／３）
【主な令和８年度補助基準額案 (病児対応型１か所当たり年額)】
基本分単価：9,459,000円（うち改善分2,538,000円） 【拡充】
加算分単価：1,180,000円 ～ 42,400,000円
当日キャンセル対応加算：247,900円～1,005,000円
感染症対応加算：1,542,000円

※延長保育事業、放課後児童健全育成事業、病児保育事業の費用の一部について、事業主拠出金を充当（1,288億円）
＜子ども・子育て支援交付金＞令和８年度予算案  2,163億円の内数（2,013億円の内数）
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処遇改善等加算の一本化について（令和７年度～）
〇 旧加算（処遇改善等加算ⅠⅡⅢ）について、事務手続きの簡素化等の観点から、「処遇改善等加算」に一本化
〇 旧加算の目的・趣旨を踏まえ、見直し後の加算の中に、「区分１」（基礎分）、「区分２」（賃金改善分）、「区分３」（質

の向上分）の３区分を設定

▹ 賃金改善を目的とした見直し前の旧加算Ⅰ（賃金改善要件分）と旧加算Ⅲは区分２に統合
▹ キャリアパス構築要件について、旧加算Ⅰ（賃金改善要件分）の未構築の場合の減率は廃止し、職場環境改善を進める観点から、区分１の要件として設定（１年間の経過措置）
▹ 見直し後の加算の認定主体は都道府県知事・指定都市・中核市及び特定市町村の長とする。

〇 このほか、関係者の意見等も踏まえ、配分の柔軟化や賃金改善の確認方法等の見直しを実施

※ ほか、旧加算では、要件として求めている基準年度（前年度）の賃金水準維持について、経営状況が悪化し収支が赤字等となる状況がある場合に、労使の合意の下、必要最小限の範囲で賃金水準を引き下
げることを特例的に認める 介護報酬等で導入済みの措置 。

【見直し前】

旧加算Ⅲ
・賃金の継続的な引上げ（ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ）による処遇改善
・９千円×算定職員数

旧加算Ⅱ
・技能・経験の向上に応じた処遇改善

（副主任保育士等職務分野別ﾘｰﾀﾞｰ等）
・ 万円 ５千円×算定職員数

旧加算Ⅰ

賃金改善要件分
キャリアパス
要件分

・賃金改善・ｷｬﾘｱﾊﾟｽの構築の取組に応じた処遇改善
・平均経験年数に応じ６％又は７％ 加算率
・ｷｬﾘｱﾊﾟｽ要件満たさない場合は▲２％

旧加算Ⅰ

基礎分

・職員の平均経験年数の上昇に応じた
昇給に充てる

・施設の平均経験年数に応じた加算率
（２％～ ）

区分３

職員の技能・経験の向上に応じた賃金の改善

〔質の向上分〕

区分２

職員の賃金改善〔賃金改善分〕

区分１

経験に応じた昇給の仕組みの整備や職場環境の
改善〔基礎分〕

教育・

保育

人材の

確保

ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ

の仕組み

による質

の向上

処遇改善等加算

４万円 ５千円×算定職員数

平均経験年数により６％又は７％

９千円×算定職員数を率に換算

平均経験年数により２％～ ％

【見直し後】

率により加算

※キャリアパス要件の減率の仕組みは廃止し、要件化

率により加算

算定額により加算

賃金改善
要件分

配分方法
（区分２・３）

旧加算Ⅰ(賃金改善分 ：基本給・手当・賞与又は一時金等
旧加算Ⅱ：基本給又は決まって毎月支払われる手当により改善
旧加算Ⅲ：２ ３以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善

区分２・区分３：１ ２以上を基本給・決まって毎月支払われる手当
により改善

※ 区分３は従前どおり基本給・決まって毎月支払われる手当により改善

配分方法
（区分３）

一定の経験年数・研修を終了しており、副主任保育士、職務分野別リー
ダー等の職員の発令等を受けている者を配分の対象
４万円支給を１人以上

施設の状況に応じ４万円を上限として柔軟な設定を可能。
※ 研修修了予定者で副主任保育士や職務分野別リーダー等に準ずる職位や職

務命令を受けている者への配分を可能にする。

算定方法
（区分３）

４万円分：「４万円支給を１人以上」を満たすと「基準人員× 」の人
数で算定。

５千円分：「基準人員× 」を配置すると「基準人員× 」の人数で算
定。

施設の規模に応じた副主任保育士の複数人配置を推進。職員数Ａ、
Ｂの人数が確保できない場合は、確保した人数分の加算額を給付
※ （基準人員× ）と研修修了者数の少ない方の数で算定。
※ ４万円は研修修了見込みの者で算定可能（１年間の経過措置）

確認方法
加算額を賃金改善等に充当したかの確認を旧加算Ⅰ（賃金改善要件分）
ⅡⅢごとに実施（実績報告書最大９枚）

区分２・３の加算総額で確認（実績報告書最大３枚）
※ 加算額以外の部分で賃金水準を下げていないかも確認。

申請・実績報告

申請・実績報告

申請・実績報告 申請・実績報告

（※１）年度内に別に定める研修を修了する予定であって、研修計画において当該者が研修を受けることを明示し、本人に周知されているとともに、副主任保育士等又は職務分野別リーダー
等に準ずる職位や職務命令を受けている者も対象となる。このほか、賃金改善後のバランス等を踏まえて必要な場合には、園長以外の管理職も対象となる。

（※２）経営状況が悪化し収支が赤字等となる状況がある場合に、労使の合意の下、必要最小限の範囲で賃金水準を引き下げることが、特例的に可能。
（※３）過年度に徴しており、その内容に変更がない場合は提出不要。
（※４）過年度に申請する区分の認定を受けている場合は、「賃金改善の誓約書」を提出することで、当該書類は提出不要。

保育士等の処遇改善の仕組み

目的 対象者 主な要件 賃金改善の方法 加算額の算定方法 主な提出書類

処
遇
改
善
等
加
算

区
分
１

経験に応じた
昇給の仕組
みの整備や職
場環境の改
善〔基礎分〕

全職員 ○ キャリアパス要件（職位・職責等に応じ
た賃金体系等の整備や資質向上の計画
や研修の実施等）の構築

定期昇給等に充
当

在籍児童数×区分１単価×加
算率
※ 加算率：職員の平均経験年
数（０～10年以上）に応じて、
２～12％で設定

■認定申請
① 加算率等認定申請書
② キャリアパス要件届出書

（※３）

【区分２・３のみ必要な書類】
③ 賃金改善計画書（※４）

 【区分３のみ必要な書類】
④ 加算算定対象人数等認
定申請書（※４）

■実績報告【区分２・３のみ
必要】
⑤ 賃金改善実績報告書

区
分
２

職員の賃金
改善〔賃金改
善分〕

全職員 ① 区分２と区分３のそれぞれにおいて、
「加算による改善等総額」が「加算額」を
下回らない

② 基準年度（基本は前年度）より加算
額の影響等を除いた支払賃金総額が下
回らない（※２）

③ 改善を行う賃金の項目以外の水準を
低下させない

④ 加算額の1/2 以上を基本給・決まって
毎月支払われる手当により改善

⑤ 国家公務員の給与改定に伴う増額改
定が生じた場合、それに応じた賃金の追
加的な支払を行う

⑥ 賃金改善の具体的な内容を職員に周
知

⑦ 職位・職責等に応じた賃金体系等の整
備・職員に周知（区分３のみ）

基本給、毎月決
まって支払われる
手当、賞与又は
一時金等により
改善

在籍児童数×区分２単価×加
算率
※ 加算率：６％（職員の平均
経験年数が11年以上の場合は
７％）に、公定価格上の基礎
職員１人当たり9,000円相当の
改善を行うための率を足して設定

区
分
３

技能・経験の
向上に応じた
賃金の改善
〔質の向上
分〕

副主任保
育士等、
職務分野
別リーダー
等（※１）

基本給、毎月決
まって支払われる
手当により改善

４万円×人数Ａ（(基礎職員
数×1/3)と研修修了者数の少
ない方の数）
５千円×人数Ｂ（(基礎職員
数×1/5)と研修修了者数の少
ない方の数）

人事院
勧告に
よる改
善分

人勧に伴う国
家公務員給
与の改定に準
じた人件費の
引上げ分

全職員 － 基本給、毎月決
まって支払われる
手当、賞与又は
一時金等により
改善

基本分単価や保育士等の加
配に関する加算の中に含まれて
いる

－
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処遇改善等加算の概要

区分１

趣旨・目的 教育・保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い教育・保育を安定的に供給していくために、「長く働くことができ
る」職場を構築する必要がある。その構築のため、職員の平均経験年数や、賃金改善・キャリアアップの取組に応じた人件費の加算を行
うもの。 ※ 旧加算Ⅰ（基礎分）に該当するもの。

対象者 全職員
主な要件 キャリアパス要件（職位・職責等に応じた賃金体系等の整備や資質向上の計画や研修の実施等）の構築
加算額 在籍児童数×区分１単価×加算率（職員の平均経験年数（０～10年以上）に応じて、２～12％で設定）

％
％

％
９％

８％
７％

６％
５％

４％
３％

２％

0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 ・・・

加算率が上昇

（加算率）

（平均経験年数）

処遇改善等加算の概要

区分２

趣旨・目的 職員の賃金改善を図るもの。 ※ 旧加算Ⅰ（賃金改善要件分）と旧加算Ⅲを統合したもの。
対象者 全職員
主な要件 ① 区分２と区分３のそれぞれにおいて、「加算による改善等総額」が「加算額」を下回らない

② 基準年度（基本は前年度）より加算額の影響等を除いた支払賃金総額が下回らない（※）
※ 経営状況が悪化し収支が赤字等となる状況がある場合に、労使の合意の下、必要最小限の範囲で賃金水準を引き下げることが、特例的に可能。
③ 改善を行う賃金の項目以外の水準を低下させない
④ 加算額の1/2 以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善
⑤ 国家公務員の給与改定に伴う増額改定が生じた場合、それに応じた賃金の追加的な支払を行う
⑥ 賃金改善の具体的な内容を職員に周知

加算額 在籍児童数×区分２単価×加算率（６％（職員の平均経験年数が11年以上の場合は７％）に、公定価格上の職員
１人当たり9,000円相当を改善するための加算率を足して設定）。

７％
６％

11年未満 11年以上

（加算率）

（平均経験年数）

公定価格上の職員１人につき9,000円相当の加算となるようにするための率（※）

旧加算Ⅰ（賃金改

善要件分）に相当

する分

旧加算Ⅲに相当す

る分
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趣旨・目的 副主任保育士・専門リーダー（月額４万円の処遇改善）・職務分野別リーダー・若手リーダー（月額５千円の処遇改善）等を
設けることにより、キャリアパスの仕組みを構築するもの。 ※ 旧加算Ⅱに該当するもの。

対象者 特定の研修を修了した副主任保育士等、職務分野別リーダー等
※ 研修計画において当該者が研修を受けることを明示し、本人に周知されているとともに、副主任保育士等又は職務分野別リーダー等に準ずる職位や職務命令を受
けている者も対象となる。このほか、賃金改善後のバランス等を踏まえて必要な場合には、園長以外の管理職も対象となる。

主な要件 ① 区分２と区分３のそれぞれにおいて、「加算による改善等総額」が「加算額」を下回らない
② 基準年度（基本は前年度）より加算額の影響等を除いた支払賃金総額が下回らない（※）
※ 経営状況が悪化し収支が赤字等となる状況がある場合に、労使の合意の下、必要最小限の範囲で賃金水準を引き下げることが、特例的に可能。
③ 改善を行う賃金の項目以外の水準を低下させない
④ 加算額の1/2 以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善
⑤ 国家公務員の給与改定に伴う増額改定が生じた場合、それに応じた賃金の追加的な支払を行う
⑥ 賃金改善の具体的な内容を職員に周知
⑦ 職位・職責等に応じた賃金体系等の整備・職員に周知
加算額

副主任保育士等：
40,000円 × 人数Ａ（（基礎職
員数×1/3）と研修修了者数の少な
い方の数）（※）

職務分野別リーダー等：
5,000円 × 人数Ｂ（（基礎職
員数×1/5）と研修修了者数の少な
い方の数）

（※）人数Aについては、令和６年度に旧加算Ⅱを
算定していた事業所においては、令和７年４月
時点で在籍していた職員について、令和７年度
に限り、研修修了見込みであっても「研修修了
者」として算定できる。

処遇改善等加算の概要

区分３

専門リーダー（注２、３）

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 若手リーダーを経験
ウ 研修の修了(60ｈ)
エ 専門リーダーとしての発令

園長 ＜平均勤続年数27年＞

副園長・教頭＜平均勤続年数24年＞

研修による技能の習得を通じた、
キャリアアップ

○既存の研修をキャリアアップ
のために受講

【算入可能な研修について】
以下の主体が実施する、幼稚園教育要領等
を踏まえて教育の質を高めるための知識・技
能の向上を目的とした研修

○都道府県・市町村
○大学等（大学共同利用機関、指定教員養
成機関、その他免許状更新講習・免許法認
定講習開設者）
○幼稚園関係団体のうち加算認定自治体が
適当と認める者
（申請のための統一様式あり）

○その他加算認定自治体が適当と認める者
（園内研修など、申請のための統一様式あり）

※加算認定自治体による、個別の研修の各コマの

内容の確認は不要

中核リーダー（注２、３）

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 若手リーダーを経験
ウ マネジメント＋研修の修了(60ｈ)
エ 中核リーダーとしての発令

新 新

若手リーダー

【要件】
ア 経験年数概ね３年以上
イ 研修の修了(15ｈ)

  ウ 若手リーダーとしての発令

新

幼稚園教諭等＜平均勤続年数７年＞

月額４万円の処遇改善 ※標準規模の園で３人
（園長・副園長・教頭等を除く幼稚園教諭等全体の概ね１／３）（注４）

月額５千円の処遇改善 ※標準規模の園で２人
（園長・副園長・教頭等を除く幼稚園教諭等全体の概ね１／５）（注４）

＜標準規模の幼稚園（定員160人）の職員数＞
※公定価格上の職員数
園長１人、副園長・教頭１人、主幹教諭１人、
幼稚園教諭７人、事務職員２人
合計12人

（注１） 加算に係る研修修了要件は、中核リーダー等については令和５年度、若手リーダーについては令和６年度から適用する。
その際、中核リーダー等に求める研修修了時間は、令和５年度は15時間以上とし、令和６年度以降、毎年度15時間以上ずつ引き上げる。

（注２） 指導教諭、教務主任、学年主任など既存の発令を行っている場合は、 上記の発令に代替可
（注３） 各幼稚園､認定こども園の状況を踏まえ、中核リーダー・専門リーダーの配置比率は柔軟に対応可
（注４） 「園長・副園長・教頭等を除く幼稚園教諭等全体の概ね１／３、１／５」とは、公定価格における職員数に基づき算出するもの

（注１）

（注１）

（注１）

主幹教諭＜平均勤続年数19年＞

幼稚園教諭（民間）に関するキャリアアップ・処遇改善のイメージ（１号関係）



71

副主任保育士（注２）

 【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ マネジメント＋３つ以上の分野
     の専門研修を修了
エ 副主任保育士としての発令

専門リーダー（注２）

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ ４つ以上の分野の専門研修を修了

エ 専門リーダーとしての発令

職務分野別リーダー

【要件】
ア 経験年数概ね３年以上
イ 担当する職務分野（左記①～⑥）の研修を修了
ウ 修了した研修分野に係る職務分野別リーダー※としての発令
※乳児保育リーダー、食育・アレルギーリーダー 等
※同一分野について複数の職員に発令することも可能

キャリアアップ研修の創設（H29）

 →以下の分野別に研修を体系化

※ 研修の実施主体：都道府県等

※ 研修修了の効力：全国で有効

※ 研修修了者が離職後再就職
する場合：以前の研修修了の
効力は引き続き有効

園長
＜平均勤続年数24年＞

主任保育士
＜平均勤続年数21年＞

保育士等  ＜平均勤続年数８年＞

【専門研修】
①乳児保育 ②幼児教育
③障害児保育 ④食育・アレルギー
⑤保健衛生・安全対策
⑥保護者支援・子育て支援

【マネジメント研修】

【保育実践研修】

新新

新

研修による技能の習得により、
キャリアアップができる仕組み
を構築

＜標準規模の保育園（定員90人）の職員数＞
※公定価格上の職員数
園長１人、主任保育士１人、保育士12人、
調理員等３人 合計17人

月額５千円の処遇改善 ※標準規模の園で３人
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／５）（注３）

月額４万円の処遇改善 ※標準規模の園で５人

（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３） （注３）

（注１） 加算に係る研修修了要件は、副主任保育士等については令和５年度、職務分野別リーダーについては令和６年度から適用する。
その際、副主任保育士等に求める研修修了数は、令和５年度は１分野とし、令和６年度以降、毎年度１分野ずつ引き上げる。

（注２） 一人当たりの処遇改善額及び対象者数については、各保育所等での人員配置や賃金体系の実情を踏まえ、一定の要件の下で柔軟な運用を認めている。
（注３） 「園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３、１／５」とは、公定価格における職員数に基づき算出するものである。

（注１） （注１）

（注１）

保育士等（民間）に関するキャリアアップ・処遇改善のイメージ（２・３号関係）

○新型コロナウイルス感染症の影響下において、地方自治体の研修実施体制の構築に一定の期間を要することを踏まえ、令和４年度からの研修修
了要件の適用は行わない。

〇研修受講の重要性と円滑な要件の適用を考慮して、研修要件を段階的に適用することとし、副主任保育士・中核リーダー等については令和５年
度、職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和６年度を適用開始年度とする。

○副主任保育士・中核リーダー等については、初年度に求める研修修了数は１分野（15時間以上）とし、令和６年度以降、毎年度１分野
（15時間以上）ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。

１分野
or

15時間以上

３分野
or

45時間以上

４分野
or

60時間以上

副主任保育士・中核リーダー等

１分野 or 15時間以上

職務分野別リーダー・若手リーダー
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 ・・・

（完全実施）

２分野
or

30時間以上要件適用せず

要件適用せず

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 ・・・

※副主任保育士等において月額４万円の改善を行う者を１人以上確保したうえで、副主任保育士等に係る加算額を配分して
賃金の改善を行う職務分野別リーダー等についても、令和６年度以降は、１分野（15時間）以上の研修修了が必要

処遇改善等加算（区分３（旧加算Ⅱ））の研修修了要件の必須化時期の取扱いについて
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